
別表第一（第６条関係） 報奨金の交付額（河川草刈り作業）

（円）

報 奨 金

草 刈 り 面 積 年１回 ２回目以降

５００㎡以上 １，０００㎡未満 16,000 4,800

１，０００㎡以上 １，５００㎡未満 24,000 7,200

１，５００㎡以上 ２，０００㎡未満 32,000 9,600

２，０００㎡以上 ２，５００㎡未満 40,000 12,000

２，５００㎡以上 ３，０００㎡未満 48,000 14,400

３，０００㎡以上 ３，５００㎡未満 56,000 16,800

３，５００㎡以上 ４，０００㎡未満 64,000 19,200

４，０００㎡以上 ４，５００㎡未満 72,000 21,600

４，５００㎡以上 ５，０００㎡未満 80,000 24,000

５，０００㎡以上 ５，５００㎡未満 88,000 26,400

５，５００㎡以上 ６，０００㎡未満 96,000 28,800

６，０００㎡以上 ６，５００㎡未満 104,000 31,200

６，５００㎡以上 ７，０００㎡未満 112,000 33,600

７，０００㎡以上 ７，５００㎡未満 120,000 36,000

７，５００㎡以上 ８，０００㎡未満 128,000 38,400

８，０００㎡以上 ８，５００㎡未満 136,000 40,800

８，５００㎡以上 ９，０００㎡未満 144,000 43,200

９，０００㎡以上 ９，５００㎡未満 152,000 45,600

９，５００㎡以上 160,000 48,000

注１）草刈りの最低面積は５００㎡以上とする。

注２）原則、２回目以降は３回目までを上限とする。

別表第二（第６条関係） 報奨金の交付額（河川管理用通路補修作業）

（円）

１ 3 当たり単価 4,200m

注１）補修に使用する材料（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ等）は別途支給

※報奨金の交付額（円）＝ 補修に用いた土量（ 3）× 4,200 円 3m /m


